
西播磨新地域ビジョン検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 西播磨地域のめざすべき将来像を示す新たな地域ビジョン（以下「新地域ビジ

ョン」という。）を多様な主体の参画により策定するため、西播磨新地域ビジョン検

討委員会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（1）社会潮流、地域の課題や将来像に関する調査研究 

（2）新地域ビジョンの策定 

（3）その他新地域ビジョンの策定に必要な事項の検討 

 

（組織） 

第３条 検討会は別表に掲げる委員で組織する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する 

４ 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。 

５ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第５条 検討会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は、西播磨県民局長

が招集する。 

２ 委員長は、必要に応じて委員を指定して招集することができる。 

３ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 委員長が認めるときは、委員が指名する者を代理として出席させることができる。 

５ 事故その他やむを得ない理由により会議を開催できないと委員長が認める場合、委

員長は個別に委員の意見を聴取し、会議の開催とすることができる。 

 

（部会） 

第６条 委員会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。 

２ 部会に属するべき委員は委員長が指名する。 

３ 部会には部会長を置く。 

４ 部会長は部会に属する委員の中から委員長が指名する。 

５ 部会長の職務及び部会の会議については、前条第２項から第５項を準用する。 

資料１ 



（謝金） 

第７条 委員及び第５条第３項に定める者が、検討会及び部会の職務に従事したときは、

別に定めるところにより謝金を支給する。 

 

（旅費） 

第８条 委員及び第５条第３項に定める者が、検討会及び部会の職務に従事するため旅

行したときは、兵庫県職員等の旅費に関する条例（昭和 35 年兵庫県条例第 44 号）の

規定により旅費を支給する。 

 

（事務） 

第９条 検討会の事務は、西播磨県民局県民交流室において処理する。 

 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１１月１２日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

氏  名 所 属 ・ 役 職 

家氏 孝幸 たつの市企画財政部参事兼企画課長 

井関 崇博 兵庫県立大学環境人間学部准教授 

江見 秀樹 佐用町企画防災課長 

太田 尚孝 兵庫県立大学環境人間学部准教授 

大西 博之 相生市企画総務部企画広報課長兼情報化推進係長兼定住促進室長 

久保 李佳 特定非営利活動法人ひとまちあーと 

熊谷 恵之 太子町総務部企画政策課長 

谷口 泰司 関西福祉大学社会福祉学部教授 

田端 和彦 兵庫大学副学長 

玉木 哲也 赤穂市市長公室企画政策課長 

西嶋 義美 宍粟市市長公室地域創生課長 

長谷川 尚史 京都大学フィールド科学教育研究センター准教授 

三宅 康成 兵庫県立大学環境人間学部教授 

宮下 弘毅 上郡町理事兼企画政策課長 

門田 守弘 第10期西播磨地域ビジョン委員長 

 （五十音順） 



 

第７条により定める委員等の謝金 

西播磨新地域ビジョン検討委員会の委員等の謝金については、「委員会の委員

等の報酬及び費用弁償に関する条例」に定める審議会等の委員の報酬の額に準

じて下表の額を支給する。 

委員の区分 謝金の額 

委員長 日額 １５，５００円 

委員及び第５条第３項に定める者（第６条

第５項において準用する場合を含む。） 
日額 １２，５００円 

 


